
◎
独
立
行
政
法
人
国
民
生
活
セ
ン
タ
ー
法
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
平
成
二
〇
年
五
月
二
日
法
律
第
二
七
号
）

一
、
提
案
理
由（
平
成
二
〇
年
四
月
九
日
・
衆
議
院
内
閣
委
員
会
）

○
岸
田
国
務
大
臣

独
立
行
政
法
人
国
民
生
活
セ
ン
タ
ー
法
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
案
及
び
消
費
者
契
約
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
つ

き
ま
し
て
、
そ
の
提
案
理
由
及
び
概
要
を
御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。

初
め
に
、
独
立
行
政
法
人
国
民
生
活
セ
ン
タ
ー
法
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
案
に
つ
き
ま
し
て
、
そ
の
提
案
理
由
及
び
概
要
を
御
説
明
申
し
上
げ

ま
す
。

近
年
、
消
費
生
活
に
関
し
て
消
費
者
と
事
業
者
と
の
間
に
生
じ
た
い
わ

ゆ
る
消
費
者
紛
争
は
増
加
基
調
に
あ
り
、
ま
た
そ
の
内
容
も
複
雑
多
様
化

し
て
お
り
ま
す
。
消
費
者
紛
争
は
、
そ
の
当
事
者
で
あ
る
消
費
者
と
事
業

者
と
の
間
に
情
報
の
質
及
び
量
並
び
に
交
渉
力
に
お
い
て
格
差
が
あ
る
こ

と
や
、
一
般
に
は
被
害
金
額
が
少
額
で
あ
る
こ
と
等
の
事
情
か
ら
、
訴
訟

手
続
の
み
で
被
害
救
済
を
図
る
に
は
一
定
の
限
界
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
た

め
、
消
費
者
基
本
法
に
お
い
て
も
苦
情
の
処
理
の
あ
っ
せ
ん
等
に
お
け
る

中
核
的
な
機
関
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
国
民
生
活
セ
ン
タ
ー
に
よ

る
裁
判
外
紛
争
解
決
手
続
を
整
備
し
、
消
費
者
紛
争
の
適
正
か
つ
迅
速
な

解
決
の
促
進
を
図
っ
て
い
く
こ
と
と
し
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
し
た
次
第

で
あ
り
ま
す
。

次
に
、
こ
の
法
律
案
の
内
容
に
つ
き
ま
し
て
、
そ
の
概
要
を
御
説
明
申

し
上
げ
ま
す
。

第
一
に
、
国
民
生
活
セ
ン
タ
ー
の
目
的
及
び
業
務
に
、
消
費
者
紛
争
の

う
ち
、
そ
の
解
決
が
全
国
的
に
重
要
で
あ
る
重
要
消
費
者
紛
争
の
解
決
を

図
る
こ
と
を
追
加
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

第
二
に
、
重
要
消
費
者
紛
争
の
解
決
の
た
め
の
手
続
を
実
施
す
る
た

め
、
国
民
生
活
セ
ン
タ
ー
に
、
独
立
し
て
職
権
を
行
う
紛
争
解
決
委
員
会

を
置
く
も
の
と
し
て
お
り
ま
す
。
委
員
会
の
委
員
は
、
法
律
ま
た
は
商
品

も
し
く
は
役
務
の
取
引
に
関
す
る
専
門
的
な
知
識
経
験
を
有
す
る
者
の
う

ち
か
ら
任
命
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

第
三
に
、
委
員
会
は
、
当
事
者
の
双
方
ま
た
は
一
方
か
ら
の
申
請
に
基

づ
き
、
和
解
の
仲
介
ま
た
は
仲
裁
を
行
う
も
の
と
し
、
あ
わ
せ
て
、
文
書
、

物
件
の
提
出
要
求
な
ど
、
紛
争
解
決
手
続
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
規

定
を
整
備
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

第
四
に
、
和
解
仲
介
手
続
の
利
用
の
特
例
と
し
て
、
和
解
仲
介
手
続
の

申
請
に
よ
る
時
効
の
中
断
、
和
解
仲
介
手
続
を
行
う
場
合
の
訴
訟
手
続
の

中
止
に
つ
い
て
の
規
定
を
設
け
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

独
立
行
政
法
人
国
民
生
活
セ
ン
タ
ー
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

六
四



こ
の
ほ
か
、
結
果
の
概
要
の
公
表
、
和
解
ま
た
は
仲
裁
判
断
に
係
る
義

務
履
行
の
勧
告
等
に
つ
い
て
必
要
な
規
定
を
整
備
す
る
も
の
と
し
て
お
り

ま
す
。

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
略
）…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

以
上
が
、
こ
れ
ら
二
法
律
案
の
提
案
理
由
及
び
概
要
で
あ
り
ま
す
。

何
と
ぞ
、
慎
重
御
審
議
の
上
、
速
や
か
に
御
賛
同
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う

お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

二
、
衆
議
院
内
閣
委
員
長
報
告（
平
成
二
〇
年
四
月
一
五
日
）

○
中
野
清
君

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
両
法
律
案
に
つ
き
ま
し

て
、
内
閣
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
及
び
結
果
を
御
報
告
申
し
上
げ

ま
す
。

ま
ず
、
両
法
律
案
の
概
要
に
つ
い
て
申
し
上
げ
ま
す
。

独
立
行
政
法
人
国
民
生
活
セ
ン
タ
ー
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

は
、
近
年
に
お
け
る
消
費
者
紛
争
の
増
加
、
複
雑
化
等
の
事
情
の
変
化
に

か
ん
が
み
、
消
費
者
紛
争
の
適
正
か
つ
迅
速
な
解
決
を
図
る
た
め
、
国
民

生
活
セ
ン
タ
ー
に
、
独
立
し
て
職
権
を
行
う
紛
争
解
決
委
員
会
を
置
き
、

全
国
的
に
重
要
な
消
費
者
紛
争
に
つ
い
て
、
和
解
の
仲
介
及
び
仲
裁
を
行

う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
略
）…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

両
案
は
、
去
る
四
月
八
日
本
委
員
会
に
付
託
さ
れ
、
翌
九
日
岸
田
国
務

大
臣
か
ら
提
案
理
由
の
説
明
を
聴
取
い
た
し
ま
し
た
。
次
い
で
、
十
一
日

参
考
人
か
ら
意
見
を
聴
取
し
、
質
疑
を
行
い
、
質
疑
終
局
後
、
直
ち
に
採

決
い
た
し
ま
し
た
と
こ
ろ
、
両
案
は
全
会
一
致
を
も
っ
て
い
ず
れ
も
原
案

の
と
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
し
た
次
第
で
あ
り
ま
す
。

な
お
、
両
案
に
対
し
そ
れ
ぞ
れ
附
帯
決
議
が
付
さ
れ
ま
し
た
。

以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

○
附
帯
決
議（
平
成
二
〇
年
四
月
一
一
日
）

政
府
は
、
本
法
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
十
分
配
慮
す
べ

き
で
あ
る
。

一

国
民
生
活
セ
ン
タ
ー
の
消
費
生
活
相
談
業
務
に
つ
い
て
は
、
消
費
者

契
約
を
め
ぐ
る
ト
ラ
ブ
ル
が
急
増
・
多
様
化
し
て
い
る
現
状
に
か
ん
が

み
、
こ
れ
ら
消
費
者
相
談
に
つ
い
て
的
確
・
迅
速
な
対
応
が
可
能
と
な

る
よ
う
、窓
口
や
相
談
員
の
確
保
な
ど
体
制
強
化
を
図
る
こ
と
。ま
た
、

全
国
の
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
を
は
じ
め
地
方
公
共
団
体
と
の
連
携
強
化

・
情
報
共
有
に
努
め
る
こ
と
。

二

紛
争
解
決
委
員
会
の
仲
介
委
員
・
仲
裁
委
員
が
職
務
を
行
う
に
当

た
っ
て
は
、
消
費
者
の
利
益
の
擁
護
・
増
進
を
図
る
と
い
う
国
民
生
活

セ
ン
タ
ー
の
本
来
趣
旨
に
か
ん
が
み
、
消
費
者
と
事
業
者
の
情
報
力
や

交
渉
力
に
格
差
が
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
つ
つ
、
必
要
に
応
じ
て
、
消
費

者
の
た
め
に
積
極
的
に
後
見
的
役
割
を
果
た
す
こ
と
。

独
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三

和
解
仲
介
手
続
及
び
仲
裁
の
手
続
の
整
備
に
当
た
っ
て
は
、
消
費
者

を
は
じ
め
と
し
た
当
事
者
に
と
っ
て
負
担
の
少
な
い
手
続
と
す
る
こ

と
。

三
、
参
議
院
内
閣
委
員
長
報
告（
平
成
二
〇
年
四
月
二
五
日
）

○
岡
田
広
君

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
二
法
律
案
に
つ
き
ま
し

て
、
内
閣
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
と
結
果
を
御
報
告
申
し
上
げ
ま

す
。ま

ず
、
独
立
行
政
法
人
国
民
生
活
セ
ン
タ
ー
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
案
は
、
近
年
に
お
け
る
消
費
者
紛
争
の
増
加
、
複
雑
化
等
の
事
情
の
変

化
に
か
ん
が
み
、
消
費
者
紛
争
の
適
正
か
つ
迅
速
な
解
決
を
図
る
た
め
、

独
立
行
政
法
人
国
民
生
活
セ
ン
タ
ー
が
全
国
的
に
重
要
な
消
費
者
紛
争
に

つ
い
て
和
解
の
仲
介
及
び
仲
裁
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
等
の

措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
略
）…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
二
法
律
案
を
一
括
し
て
議
題
と
し
、
二
名

の
参
考
人
か
ら
意
見
を
聴
取
し
た
後
、
岸
田
内
閣
府
特
命
担
当
大
臣
等
に

対
し
質
疑
を
行
い
ま
し
た
。

委
員
会
に
お
け
る
主
な
質
疑
の
内
容
は
、
消
費
者
行
政
一
元
化
の
見
通

し
と
両
法
律
案
と
の
関
連
性
、
Ａ
Ｄ
Ｒ
機
能
を
担
う
国
民
生
活
セ
ン
タ
ー

の
体
制
強
化
、
適
格
消
費
者
団
体
に
よ
る
差
止
請
求
の
対
象
拡
大
の
効

果
、
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
へ
の
国
の
支
援
の
在
り
方
と
消
費
生
活
相
談
員

の
待
遇
の
改
善
等
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
詳
細
は
会
議
録
に
よ
っ
て
御
承

知
願
い
ま
す
。

質
疑
を
終
わ
り
、
順
次
採
決
を
行
っ
た
結
果
、
二
法
律
案
は
い
ず
れ
も

全
会
一
致
を
も
っ
て
原
案
ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し

た
。な

お
、
独
立
行
政
法
人
国
民
生
活
セ
ン
タ
ー
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
案
に
対
し
て
四
項
目
、
消
費
者
契
約
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

に
対
し
て
四
項
目
か
ら
成
る
附
帯
決
議
を
行
い
ま
し
た
。

以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

○
附
帯
決
議（
平
成
二
〇
年
四
月
二
四
日
）

政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
に
万
全
を
期
す
べ
き
で

あ
る
。

一
、
国
民
生
活
セ
ン
タ
ー
の
消
費
生
活
相
談
業
務
に
つ
い
て
は
、
消
費
者

契
約
を
め
ぐ
る
ト
ラ
ブ
ル
が
急
増
・
多
様
化
し
て
い
る
現
状
に
か
ん
が

み
、
こ
れ
ら
消
費
者
相
談
に
つ
い
て
的
確
・
迅
速
な
対
応
が
可
能
と
な

る
よ
う
、
相
談
員
の
増
強
、
そ
の
専
門
性
の
向
上
、
待
遇
の
改
善
等
に

よ
る
体
制
強
化
を
図
る
こ
と
。

二
、
紛
争
解
決
委
員
会
の
仲
介
委
員
・
仲
裁
委
員
が
職
務
を
行
う
に
当

た
っ
て
は
、
消
費
者
の
利
益
の
擁
護
・
増
進
を
図
る
と
い
う
国
民
生
活
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セ
ン
タ
ー
の
役
割
に
か
ん
が
み
、
消
費
者
と
事
業
者
の
情
報
力
や
交
渉

力
に
格
差
が
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
つ
つ
、
必
要
に
応
じ
て
、
消
費
者
の

た
め
に
積
極
的
に
後
見
的
役
割
を
果
た
す
こ
と
。

三
、
和
解
仲
介
手
続
及
び
仲
裁
の
手
続
に
つ
い
て
は
、
消
費
者
を
始
め
と

し
た
当
事
者
に
と
っ
て
時
間
的
、
経
済
的
負
担
の
少
な
い
も
の
と
す
る

こ
と
。ま
た
、紛
争
解
決
委
員
会
の
事
務
局
の
機
能
を
整
備
す
る
こ
と
。

四
、
住
民
に
よ
り
身
近
な
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
等
に
お
い
て
、
消
費
者
契

約
を
め
ぐ
る
ト
ラ
ブ
ル
の
迅
速
な
る
解
決
、
拡
大
防
止
を
進
め
る
た

め
、
国
民
生
活
セ
ン
タ
ー
と
の
連
携
強
化
・
情
報
共
有
に
よ
り
適
切
な

対
処
を
可
能
と
し
、
相
談
員
の
増
強
、
専
門
性
の
向
上
、
待
遇
の
改
善
、

有
資
格
相
談
員
の
配
置
等
に
よ
る
体
制
充
実
が
図
ら
れ
る
よ
う
、
全
国

の
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
を
始
め
地
方
公
共
団
体
を
積
極
的
に
支
援
す
る

と
と
も
に
適
切
な
施
策
を
実
施
す
る
こ
と
。

右
決
議
す
る
。

独
立
行
政
法
人
国
民
生
活
セ
ン
タ
ー
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

六
七


